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○
人
事
委
員
会
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
ヘ
中
「13,100円

」
の
次
に
「
（条

例
別
表
第
六
イ
の
備
考
㈡
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て

は

､13,300円

）
」
を
加
え
、
同
表
の
ト
中
「12,700円

」
の
次
に
「
（条

例
別
表
第
六
ロ
の
備
考
㈡
に
定

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
人
事
委
規
則
・
告
示
）

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

､12,900円

）
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
ホ
中
「12,500円

」
の
次
に
「
（条

例
別
表
第
六
イ
の
備
考
㈡
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ

て
は

､12,600円

）
」
を
加
え
、
同
表
の
ヘ
中
「12,200円

」
の
次
に
「
（条

例
別
表
第
六
ロ
の
備
考
㈡
に

定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

､12,300円

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
十
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤　

務　

場　

所

指 

定 

年 

月 

日

肢

体

不

自

由

後　

藤　
　
　

剛

川
蔦
整
形
外
科
病
院

中
津
市
宮
夫
一
七
番
地
一

令
七
・
一
二
・
一
七

肢

体

不

自

由

大

川

優

子

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

肢

体

不

自

由

呼
吸
器
の
機
能
障
害

小

栗

沙

織

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

肢

体

不

自

由

川　

野　

奈
々
江

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

肢

体

不

自

由

腎
臓
の
機
能
障
害

清　

田　

今
日
子

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃
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二

呼
吸
器
の
機
能
障
害

松

本

紘

幸

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

心
臓
の
機
能
障
害

和

田

健

史

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指　

定　

年　

月　

日

お
お
い
た
動
物
愛
護

セ
ン
タ
ー
（
ド
ッ
グ

ラ
ン
及
び
多
目
的
広

場
）

由
布
市
挾
間
町
鬼
崎
二
千
七
百
六

十
三
番
地
八

　

株
式
会
社
そ
ら
ま
め

　
　

代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　

吉　

田　

美　

香

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
十
三

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六

日

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指　

定　

年　

月　

日

大
分
農
業
文
化
公
園

大
分
県
都
市
農
村
交

流
研
修
館

大
分
市
舞
鶴
町
一
丁
目
三
番
三
十

号
　

公
益
社
団
法
人
大
分
県
農
業
農

　

村
振
興
公
社

　
　

理
事
長　

岡　

本　

天
津
男

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
十
三

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三

日

（
告
示
）

大
分
県
林
業
研
修
所

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六

号
　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お

　

お
い
た

　
　

理
事
長　

大　

友　

進　

一

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
十
三

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三

日

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指　

定　

年　

月　

日

別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト

ハ
ー
バ
ー

山
口
県
宇
部
市
港
町
一
丁
目
十
三

番
五
号

　

株
式
会
社
サ
サ
キ
コ
ー
ポ
レ
ー

　

シ
ョ
ン

　
　

代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

隆　

文

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
十
三

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四

日

ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
十

一
番
地

　

株
式
会
社
サ
ン
リ
オ
エ
ン
タ
ー

　

テ
イ
メ
ン
ト

　
　

代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　

小　

巻　

亜　

矢

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
十
三

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四

日

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　



令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報

三

土
地
改
良
区
名

事　
　

業　
　

名

認　

可　

年　

月　

日

野
津
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
七
・
一
二
・
二
四

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
中
津
江
村
合
瀬
字
ミ
シ
ケ
一
五
五
四
番
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由　

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
九
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

南
部
第
四
十
九
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

青
木　

泰
徳

　
　

佐
伯
市
大
字
堅
田
六
千
二
百
六
十
五
番
地
一

三　

生
産
事
業
の
内
容

　

１　

種
穂　

採
取
・
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
・
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
二
十
号

（
告
示
）

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

南
部
第
五
十
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

波
戸
崎　

孝

　
　

佐
伯
市
大
字
木
立
千
三
百
四
十
七
番
地
一

三　

生
産
事
業
の
内
容

　

１　

種
穂　

採
取

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
・
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
一
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

豊
第
九
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

矢
野　

良
真

　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
千
二
百
六
十
三
―
三　

コ
ー
ポ
赤
嶺
二
百
一

三　

生
産
事
業
の
内
容

　
　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
・
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
千
二
百
六
十
三
―
三　

コ
ー
ポ
赤
嶺
二
百
一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
二
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日



令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報

四

（
告
示
）

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
九
十
九
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

有
限
会
社　

サ
ザ
ン
ガ
ー
デ
ン

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
戸
畑
新
田
千
百
四
十
四

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　
　

苗
木　

幼
苗
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

有
限
会
社　

サ
ザ
ン
ガ
ー
デ
ン

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
戸
畑
新
田
千
百
四
十
四

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
三
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
百
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社　

い
け
田
緑
康
園　

　
　

日
田
市
大
字
花
月
三
百
七
十
三
番
地

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　

１　

種
穂　

採
取
、
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
、
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社　

い
け
田
緑
康
園

　
　

日
田
市
大
字
花
月
三
百
七
十
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
四
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
百
一
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

後
藤　

比
呂
喜

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
四
日
市
二
千
九
百
九
十
三
番
地
の
一

三　

生
産
事
業
の
内
容

　

１　

種
穂　

採
取　

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
五
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
百
二
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

熊
谷　

圭
太

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
森
十
二
―
一
イ
ー
ス
ト
ハ
イ
ツ
Ａ
百
二

三　

生
産
事
業
の
内
容　

　
　

苗
木　

幼
苗
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

日
田
市
財
津
町
三
千
六
百
三
―
三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
六
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日



令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報

五

（
告
示
・
公
告
）

　

～
一
〇
・
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
八
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
番
号

指　

定　

位　

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

大
土
第
七
―

二
号

由
布
市
挾
間
町
挾
間
字
牛
踏
二
四

二
番
三
及
び
二
四
二
番
三
地
先
水

路

令
七
・
一
二
・
二
四

メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

六
三
・
三
七

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
重
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
の
告
示
が
令
和
七
年

十
二
月
十
八
日
付
け
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
四
十
四
号
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

令
和
三
年
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
二
号
三
重
都
市
計
画
道
路
事
業

　
　

三
・
五
・
十
二
号　

駅
前
高
市
線

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
分
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

主
た
る
事
務
所　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一

　
　
　
　
　
　
　
　

号

　
　

従
た
る
事
務
所　

大
分
県
豊
後
大
野
土
木
事
務
所　

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
千
百
二
十
三
番

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

登
録
番
号

　
　

西
部
第
百
三
号

二　

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　

橋
爪　

洋
輔

　
　

日
田
市
丸
山
一
―
七
―
十
三

三　

生
産
事
業
の
内
容

　

１　

種
穂　

採
取
・
精
選

　

２　

苗
木　

幼
苗
の
育
成
・
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

日
田
市
丸
山
一
―
七
―
十
三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
九
・
二

　

～
一
一
・
六

メ
ー
ト
ル

三
八
〇
・
一

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。　

県
道
国
東
安

岐
線

国
東
市
安
岐
町
下
原
字
ミ
ナ

ト
二
四
七
一
番
二
一
か
ら

国
東
市
安
岐
町
塩
屋
字
新
田

一
〇
六
番
一
〇
ま
で

Ｂ

七
三
・
六

　

～
一
一
・
六

三
四
九
・
七

後

Ａ

一
九
・
二

三
八
〇
・
一



令
和
八
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報

六

（
公
告
）

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し


